
PCCメンバー登録書

※この登録書はPCC（プロダクトカスタマーサークル）メンバー専用です。ご登録にあたりま

しては、裏面の「PCCメンバー規約」、および「PCCメンバー・ガイド」を必ずお読みになり

内容に同意いただいた上で、ご記入ください。

この度は、ファインリッチのPCCメンバーにご登録いただきありがとうございます。PCCメンバー登録書は、お間違えの
ないように楷書にてはっきりとご記入ください。記入方法でご不明な点がありましたら、当社PCCメンバーサービス（電
話：03-5770-8555）までお問い合わせください。

登録申込年月日　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 ※必ず申込者ご本人がご記入ください。

申込者本人

　

スポンサー

申込種別 ※いずれかを○印で囲んでください。 ※2を選択された方は、メンバー番号をご記入ください。

2 メンバーからの資格変更新規申込1

※必ず申込者本人がご記入ください。

生
年
月
日

西暦フリガナ

※あなたのスポンサーをご記入ください。メンバーからの資格変更の場合は、現在のスポンサーとなります。
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府 ･ 県 丁目　　　　　番地　　　　　号 アパー

マンション

ト名 号室
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（　　　　　　） （　　　　　　）（　　　　　　）

　　　号

パートナー ※パートナーとして登録できるのは申込者本人の配偶者のみです。

自宅電話

番　　　号

FAX

番号

メンバー番号フリガナ

（　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　）

FAX送付先：03-5770-8556（PCCメンバーサービス／２４時間受付）
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PCC（プロダクト カスタマー サークル）メンバー規約

１．PCCメンバーとは

ＰＣＣメンバーは、自家使用を目的としてのみ、ファインリッチ製品を購入することができます。よって、小売目的での購入やスポンサー活動を
行うなどのビジネス活動は一切行うことができません。また、ボーナス受給資格はありません。

２．登録方法と条件

以下の条件を満たした上で登録の申請を申請者本人が行ってください。登録申請は所定の登録用紙を郵便またはファックスで当社PCCメン
バーサービスに送付ください。登録料は無料となります。以下の条件を満たしていない申請、二重登録に当たる申請、虚偽の申請（他人名義、
家族名義、架空名義などを含む）は全て無効とします。
①満２０歳以上であること。（満２０歳以上であれば学生・公務員の登録も可）
②個人または夫婦の単位での申請であること。（法人での登録は不可）
③配偶者がすでに当社のメンバーシップを有していないこと。
※配偶者がメンバーまたはPCCメンバーである場合は、それぞれの資格としてパートナー追加申請をしてください。
※登録書に記載された事項のいずれかが登録後変更された場合は、その変更事項を記入した変更届を遅滞なく当社に提出することとします。

３．ＰＣＣメンバー資格の有効期限

①登録にあたっては当社による所定の審査があります。
②ＰＣＣメンバー資格の有効期限は、登録日より１年となり、１年間に１回以上のご購入があった場合は、登録は自動更新されます。
③ＰＣＣメンバー資格の有効期限内であっても、メンバーへの資格変更を申請することができます。ただし、資格変更処理は申請月の翌月から
有効となります。また、メンバー登録が有効となった時点で、ＰＣＣメンバー資格は失効します。

４．登録の解除

ＰＣＣメンバーは資格の有効期限内であっても、登録を解除することができます。登録解除を希望する場合は、必要事項（PCCメンバー番号、
氏名、住所、電話番号、解除理由）をご記入いただいた書類を「当社PCCメンバーサービス」に送付ください。

５．当社からの解除

当社の判断により、ＰＣＣメンバーに以下のいずれかの行為が認められた場合、当社は当該ＰＣＣメンバーの資格を解除する場合があります。
①PCCメンバーが本規約に違反したり、国内法に違反する行為または犯罪等社会秩序に反する行為を行った場合。
②ＰＣＣメンバーが、当社、メンバーもしくは他のＰＣＣメンバーに対して損害を与える行為を行った場合。
また、上記以外の事由により当社がＰＣＣメンバーとして不適格であると判断する場合には、ＰＣＣメンバー資格を解除することができるものと
します。

６．返品、返金及び交換

別途定める「製品の返品・交換制度」に従って手続きをしてください。

７．クレジット取引

当社製品をクレジット（個品割賦販売）で購入する場合には、ファインリッチ・クレジットを利用することができますが、それ以外のクレジットを利
用することはできません。詳しくは、「ファインリッチ・クレジット申込みの手引き」を参照ください。なお、ＰＣＣメンバーが学生の場合、クレジット
は利用できません。

８．ＰＣＣメンバー資格の譲渡他

ＰＣＣメンバー資格を相続、遺贈もしくは譲渡することはできません。

９．残債務の相殺

ＰＣＣメンバー資格が解除または失効となった時点において、当該解除者または失効者が当社に対して債務を負っている場合には、当社は当
該ＰＣＣメンバーに対して有する債務と相殺することができます。

１０．ＰＣＣメンバーからの資格変更

ＰＣＣメンバーは同一のスポンサーであれば、いつでもＰＣＣメンバーからメンバーに資格変更をすることが可能です。その場合は、「特定商取
引に関する法律」でいう「概要書面」である「メンバー登録ガイド」をスポンサーから無料で受け取り、必要事項の説明を受け、十分ご理解いた
だいた上で、メンバー登録書に必要事項をご記入の上、所定の登録料（3,150円　税込）を支払ってご登録ください。
なお、他のスポンサーでのメンバー登録やPCCメンバー登録は、現PCCメンバー資格失効後、自主解除の場合は６ヶ月を経過するまで、当社
による強制解除の場合は１２ヶ月を経過するまで、新たにメンバーおよびPCCメンバー登録申請はできません。

１１．個人情報の提供

当社はＰＣＣメンバーの個人情報（氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、携帯電話番号、Ｅメールアドレス、勤務先名、勤務先住所、
勤務先電話番号、ＰＣＣメンバー番号、ＰＣＣメンバー資格有効期限、製品購入履歴など）を以下の場合に限り、第三者提供することがあります。
ただし、以下の場合に開示されたＰＣＣメンバーの個人情報に誤りがある場合は、事実を証明する書類等を提出した上で、その情報の訂正を
請求することができます。また、以下の場合以外にＰＣＣメンバーの個人情報が利用または提供されている場合は、その情報の利用・提供の
停止を請求することができます。
①守秘義務契約を締結している業務委託先に対し、当社からＰＣＣメンバーに送付する製品、案内書等を送付する目的で必要な情報を提供
する場合。
②ＰＣＣメンバーのスポンサーメンバーおよびアップラインメンバーに対し、当社がビジネス上必要と判断した情報を提供する場合。
③警察、裁判所またはこれに準じた権限を有する機関から法令に基づき情報の開示を求められた場合。

１２．規約の変更

当社は事前の通知をすることなく本規約を変更することがありますので、必ず本規約を当社公式ホームページなどで随時ご確認ください。

１３．クーリングオフについて

「クーリング・オフ」とは「特定商取引に関する法律」により定められた消費者保護の制度です。ＰＣＣメンバーは、別途定める返品・交換制度を
利用することもできますし、条件に合致すれば「クーリング・オフ」を利用することもできます。クーリングオフの概要はPCCメンバー・ガイドの「クー
リングオフについて」の欄をご確認ください。



PCCメンバー・ガイド

2005年11月1日　実施

株式会社ファインリッチ


